令和７年度第３回　品川区地域自立支援協議会　議事要旨
	
〇日　　時：令和８年２月１７日（火）午後２時３０分から
〇会　　場：品川介護福祉専門学校　５階特別講義室
〇出席委員：田中 恵美子（会長）、篁 倫子、吉澤 利恵、木下 美和、杉本 伸久、
八束 嗣也、奥田 美紀、平賀 正司、榎本 芳美、古川 崇史、原 彰彦、
海老原 理奈、伊藤 美佐、島崎 妙子、佐藤 直子、菊地 絵里子、
大胡田 誠、久保 しのぶ（代理）、庄田 洋
〇Web出席委員：三浦 和裕、濱野 建児、紙子 達子
〇欠席委員：内藤 ちひろ、田島 忍、岡戸 良雄、三輪 雄幸

１　品川区地域自立支援協議会
■専門部会からの報告について
（１）相談支援部会
[bookmark: _Hlk214954676]〇委員
　資料１－１を説明。第３回相談支援部会を１月９日に行った。
２番、地域生活移行に関する取組について。地域生活移行に向けての取組状況や課題を共有した。
（１）取組状況。４０代の区内施設入所者のケース。高次脳機能障害で失語症があるが意思表明ができ後見人が選任されている。今後、地域移行について取り組めそうである。
　６０代後半の区内施設入所者のケース。主介護者であった区内在住の母が逝去し、キーパーソンが地方在住の兄となった。今後、兄の近くで過ごすことを検討しており、障害の施設・グループホーム、兄と同居など幾つかの選択肢を検討している。
（２）課題・取組を進めて感じていること。地域移行についてどの程度の頻度で意向を確認していくのかの目安について。入所施設に配置される地域移行等意向確認担当者が行う頻度として、６か月に１回以上行うことが望ましいと通知が出ているため、これに則る形になることを確認した。
　また、精神科病院に入院している方の場合、病院にいるソーシャルワーカーが退院に向けて積極的に動いている。精神科病院からの地域移行は、施設入所からの移行より歴史や積み重ねてきたノウハウが長い。来年度以降、施設へ配置される地域移行等意向確認担当者が病院のソーシャルワーカーの役割になるのではないかという意見があった。
　（３）今後について。相談支援部会で取り組んできた経過と現状を地域移行等意向確認担当者と共有し、具体的な連携方法を話し合う機会を設ける。地域移行については、引き続き各ケースで取組を継続していくこととした。
　３番、高次脳機能障害に関する取組について。高次脳機能障害者への支援について、各々取り組んだ内容を報告し、今後の展開について意見交換を行った。
　（１）取組状況について。区内地域活動支援センター（３か所）を活用した具体的な取組についての検討。品川区高次脳機能障害者と家族の会へ部会の取組状況を共有し、改めて高次脳機能障害の方に創作活動や生産活動、社会交流の機会として積極的に地域活動支援センターを活用していただくよう伝えた。
　認知症カフェでのコラボについて。部会員が所属する区内１法人が認知症カフェの一角で高次脳機能障害に関しての相談会を同時開催する取組を２回実施、今年度中にもう１回実施を予定している。
　高次脳機能障害者支援法が令和７年１２月２４日に公布されたため、内容を共有した。概要は資料１－２のとおり。
　（２）今後に向けて。高次脳機能障害について、これまで取り組んできた内容について、家族会とも共有し、具体的な取組について今後どのように展開をしていくか考えていく。
　４番、今後の検討課題について。今後取り組んでいきたい内容についてグループワークを行い、意見を出し合ったところ、「ライフステージの移り変わり」と「意思決定支援」の２つのテーマが挙がった。
　（１）挙げられた意見として、ライフステージの移り変わりに伴い、利用できる制度が変わることは、どの障害者の方にもあり得ることであり、テーマとして取り組みやすいのではないか。また、ライフステージを検討課題とする場合は、どの年代にするのかを決めていく必要があるのではないかという意見があった。
　意思決定支援に関しては、障害種別に関わらず必要な支援であること、本人と家族の意向が異なる場合においては支援の在り方や事例の共有にもなるということ、意思決定に必要な意思表出の支援の一環として活用できるツールを知ることで、その方の言葉を基にした支援ができるのではないかといった意見があった。
　２つのテーマは、どちらも今まで取り組んできた地域移行に通ずるものがあるのではないかという意見もあり、改めて部会で決定していきたい。
　最後に、地域生活移行に関する取組について。（１）取組開始の令和５年４月から令和８年１月までにおける地域生活移行件数は９名である。（２）調整・支援継続中の方は７名である。
〇会長
相談支援部会の報告についてご質問、ご意見はありますか。
〇委員
高次脳機能障害の方はどのような手帳を所持しているのか、また、区内には何人ぐらいいるのか。
〇委員
高次脳機能障害の診断がついている方で、手帳を所持していない方もいる。手帳を持っている場合は、身体障害あるいは精神障害の手帳となる。正確な数については、把握していない。
〇事務局
　高次脳機能障害は状態像を示すので、手帳には高次脳機能障害という名前は出てこない。また退院後、何か症状が出てきて、高次脳機能障害ではないかという方もいる。既に手帳を身体などで先に取った方もいるので、数をつかむのは難しい。
〇委員
資料１－１（２）の２つ目の部分に、「来年度以降施設へ配置される地域移行等意向確認担当者が病院のソーシャルワーカーの役割になるのでは」とある。両者の役割は別だと思っていたが、すみ分けはどうなっているのか。
〇委員
　委員が把握しているように、全く同じではないと思っている。この意見は、意向確認担当者は、病院のソーシャルワーカーに近い形で、ご本人の意向の確認や定期的な情報提供や促しを行うのではないかという趣旨。
〇委員
　来年度以降施設に配置されるというのは、各施設か。
〇委員
施設入所に配置される。今後は、その方の日常の様子をよく把握している意向確認担当者が、相談支援専門員と一緒に地域移行に向けた取組を進めることになる。また、品川区出身で遠方の施設に入っている方も、今後は施設の意向確認担当者が意向を確認して、取組が進められるものと期待している。
〇委員
資料１－１の４番、今後の検討課題の４つ目に「意思決定に必要な意思表出の支援の一環として活用できるツールを知る」とあるが、活用できるツールというのは、具体的にどういうものか。
〇委員
　ＡＬＳの患者さんなどは言葉で伝えることが難しいが、目と文字盤を使って伝えたり、そのほか、目を動かすことは難しいが、息を吹きかけて意思表示をしたり、絵カードによる意思確認を行ったり、多くの方法がある。今後、意思決定についてより取組を進めるために、学びを深めていく必要があると思っている。
〇委員
　地域生活移行に関する取組で、毎回、何人移行したという数字を出しているが、これは取り組んでいる方々の人数で、その分母というか、そこまで至っていないが希望している方がどのくらいいるのか、相談支援部会で把握していただければと思う。
〇委員
　現在の地域移行の取組は、令和４年度の11月に調査を行い、ご本人の意向がある19人の方を対象に進めてきた。令和４年から日数も経ったので、改めて調査をするのか、その場合に規模をどこまで広げるのかといったことは一つの検討課題になると思う。
〇会長
　先ほどのご意見にあった、地域移行を希望する方の把握については、施設入所されている方だけでなく、地域にいる一人暮らしの方など、もう少し広い意味も含んでいたように思うが、いかがか。
〇委員
　例えば、家族と一緒に暮らしている方でも、自分たちが年を取ってきて、この子の今後はどうなるのか心配で、出来れば地域で生活させたいと思っている方がたくさんいると思うので、その辺の意思確認もしていただきたいと思う。
〇会長
　恐らく、相談支援のまさに肝だと思うので、地域のサービスをつくり上げるときに、そういった話が出ると思う。
〇会長
　続いて、就労支援部会から説明をお願いいたします。
（２）就労支援部会
〇委員
　資料２を説明。令和７年１２月２４日に第３回の就労支援部会を開催。
　まず１点目は、自主製品販売イベント（輪の品マルシェ）について。令和７年度は７月５日、６日に「ＪＲ目黒駅」目黒駅改札前のイベントスペースや、７月１７日に大井競馬場で開催した。
　前回の報告から、その後の「輪の品マルシェ」の実績としては、１０月２５日から１１月１４日までの品川区都市開発課が実施した大井町駅前中央通りの社会実験に平日の一部に３つの事業所が出店し、１０万４００円の売上げがあった。それから１２月３日、大井競馬場においては５事業所が出店し、９万３,８５０円の売上げがあった。出店した事業所からは、商品の見せ方や工夫を行い、お客様が思ったよりも多かった、参加しやすい立地ではあったが、お昼の時間帯はお客様に足を止めていただくことが難しかった等の感想があった。次回以降に活かせればと思っている。
　今後の予定として記載があるが、２月８日の桐ケ谷斎場での開催については、先日、５事業所が出店し、８万７７０円の売上げがあった。令和７年度は７月から２月までの間で計５回、５つのイベントに出店をすることができた。
　２つ目としては、超短時間雇用促進事業の進捗状況の報告について。令和７年１１月末現在の進捗状況を報告し、共有した。その時点での登録企業は６５社、登録者は７７名、マッチングが成功した就労者数は、令和６年度からの累計で２４名、令和７年度のみの件数は１３名となった。１月末現在の速報では、令和６年度からの累計で２９名、令和７年度のみの件数は１８名となっている。
　就労移行支援事業所や就労継続支援Ｂ型など、福祉施設関連からのご紹介で登録を希望される方が増えている。最近では、福祉関連施設での超短時間雇用の活用が増えていることや、１つの企業で１つの業務の求人を出すのではなく、複数の業務に分けて募集を行っている傾向にある。
　求人の内容は、画像の切り抜き作業や不動産の物件調査、コンビニスタッフ、食器洗浄スタッフなど多様なものとなっている。
　３つ目、令和６年度の平均工賃及び令和７年の平均工賃の現状について。東京都の平均工賃は、令和５年度で２万３,５３４円であり、令和８年度の平均工賃は２万８,０００円を目標としている。これに対して、品川区の平均工賃は、令和５年度で約２万６,０００円、令和６年度で約２万７,０００円、令和７年度上期時点では約２万９,０００円となっており、現状東京都の目標工賃を上回っている。しかし、平均工賃に達していない事業所もあることなどから、現状の課題や工夫していることを共有した。
　事業所からは様々な意見が挙がったが、その中からいくつかご紹介すると、新規作業の開拓や新商品の開発、自主製品のブラッシュアップが必要との意見があり、今年度、新商品を開発した事業所もいた。また、軽作業における作業単価が上がらないと、工賃のアップを見込むことが難しいことが課題であるなどの意見があった。工賃の向上については事業所が日々工夫や努力をして取り組んでいる現状であり、生の声を聞くことができたので、今後、部会としても検討会を重ねたいと考えている。
　４つ目、各事業所における就労者の状況について。こちらは、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所の中で利用者が就労した事業所の方々から意見を伺った。
　事業所からの意見としては、年間の就職者数が多いので、定員をどのように維持していくのかが課題。一般企業を一時的に休職している方の利用が多いので、短期間で回転がかなり早い。体調面が不安定な方でも超短時間雇用と通所を併用できているなどの意見が挙がった。
　５つ目、その他共有事項について。２月１６日に品川区役所の講堂で超短時間雇用促進事業のシンポジウムを開催した。事業所の方や就労者の方から、生のリアルな声を聞くことができ、超短時間雇用としての価値、インクルーシブな働き方を感じ、非常に感銘を受けた内容であった。
〇会長
就労支援部会の報告について、ご質問やご意見はありますか。
〇委員
就労支援部会では多くのイベントを行っているが、自立支援協議会の委員にも案内が欲しいと思う。いろいろな場面を我々も実際に目にすることが出来るので、ぜひ今後お願いしたい。
〇委員
もっと積極的にご案内するようにしていきたいと思う。
〇委員
超短時間雇用シンポジウムをオンラインで拝聴した。私の場合、雇用される側のことばかり考えていたが、雇用する側の心配事や安心感を聞けたのは成果だったと思う。ただ、このシンポジウムの開催を聞いたのは、先月の末だったので、もう少し早く告知してほしかった。１つ質問であるが、告知に当たって、雇用される側だけでなく、雇用する側の企業にどうアプローチしたのか伺いたい。
〇事務局
シンポジウム開催にあたり雇用する企業への告知については、品川区地域産業振興課で区内企業に対して配信しているメールマガジンや東京商工会議所品川支部の会員の配信しているメールマガジンを活用した。また、中小企業家同友会品川支部の会員にも周知を図った。周知の日付が短かったことが課題として残るため、今後、改善を図っていきたいと思っている。
〇委員
自主製品の売上げを上げるためにいろいろなイベントを行っていると思う。今度、就労体験事業でＫｉｔａｒａにおいて共同受注等も始めたが、就労支援部会とどう連携を図っていくのか。
〇委員
第２回の就労支援部会で就労体験事業の担当者と意見交換や事業の共有を行った。その後、Ｋｉｔａｒａの中でも自主製品の委託販売を行い、また、共同受注窓口を受けている関係で、各就労継続支援Ｂ型、Ａ型などの事業所とネットワークを組んでいる。今後とも、情報交換や情報共有をしながら、一緒に取り組んでいきたいと考えている。
〇委員
１０月２５日から１１月１４日に行った大井町駅前中央通りの社会実験では、どんな商品を販売して、売上げはどれくらいあったのか、また、手応えはどうだったのか教えていただきたい。
〇委員
３事業所が出店し、アクセサリー関連、コーヒーや雑貨、お菓子などの販売が主であった。日程が長かったので、各事業所の事業に支障が出ないように交代で出店していた。３事業所のそれぞれの売上げについては、今日は資料がないので分からないが全体での売上げは１０万４００円であった。
〇会長
続いて、子ども支援部会より報告をお願いします。
（３）子ども支援部会
〇委員
資料３を説明。令和７年１２月２３日に第３回子ども支援部会を開催。
　概要の２番、関係機関からの情報共有について。まず１点目、子ども家庭支援センターから児童虐待防止対応マニュアルについて説明。令和７年度版のマニュアルについて、参加している関係機関から内容を共有してほしいという声が挙がったため、内容の概要について説明していただいた。品川区児童相談所が開設されてから１年が過ぎた。基本的には、児童虐待については児童相談所で対応しているが、その後については、保護等の緊急的な対応が必要なケースは児童相談所、在宅での支援が適しているケースについては子ども家庭支援センターで対応しているなどの説明があった。
　（２）品川保健センターから５歳児健診について説明。今年度は、今後の効果的な健診体制を構築することを目的として、モデル実施として行っている。モデル園として１２園を抽出し、在園児２１２名を対象とした保護者への電子アンケートや心理士などの専門職による集団観察を経て、最終的な対象者となった５８名に対し健診を実施するという流れで行っている。この健診については１２月と１月、２回に分けて行い、その結果を踏まえて、今後について検討していくという説明があった。
　３．テーマ検討について。今年度は２点のテーマで行ってきた。
　まず１点目、移動支援について。啓発用に動画を作成したが、完成したため全員で視聴した。今年度２月に開催予定の２回目の移動支援従業者養成研修には間に合わなかったため、来年度の案内などに利用する。また、周知の方法として、区内の大学への移動支援についての紹介などについても、来年度の募集につながるよう大学側と調整を図っていく。
　続いて、２点目、医療的ケア児等コーディネーターの活動について。今後、品川区でどのように活動するのが良いか意見交換を行った。まず１点目が、病院から退院時の連絡窓口を一本化して、退院前カンファレンスへの出席などの手配や、福祉サービス利用時の相談支援員の手配を行うという役割をもう少し明確にしたほうが良いという意見。続いて、各ケースは各担当コーディネーターが窓口となるが、保健師なども含めて関係者全体、複数人のチームで対応して、相談し合える体制をつくっていくことが必要ではないかという意見。また、関係機関ができるだけ定期的に連絡会や勉強会を行い、情報交換や知識の向上を図る場をつくってほしいという意見が挙がった。こういった意見は部会の意見として、医療的ケア児等支援関係機関連絡会等へ共有し、品川区でどういった支援をしていけば良いのか検討していただきたいと思っている。
　続いて、３点目、来年度以降の検討テーマについて、意見交換を行った。まず１点目として、放課後等デイサービスや日中一時支援等におけるサービスの不足については、相談支援専門員が当たっても数が足りない、いっぱいという状況が続いている。また、限られた資源を必要な方が必要なタイミングで利用できるような流れやルールづくりをもう少し整理したほうが良いといった意見や保護者支援が必要との意見が挙がった。これらについて、次年度につなげていきたいと思っている。
〇会長
子ども支援部会の報告についてご質問、ご意見はありますか。
〇委員
　報告の２番、（１）子ども家庭支援センターからの報告の後段の部分、「保護等の緊急的な対応が必要なものは児童相談所で、在宅での支援が適しているケースについては子ども家庭支援センターで対応している」という説明について補足したい。
　児童相談所には７００から８００近いケースがあるが、そのうちの１割弱が施設入所あるいは里親への委託といった社会的擁護の制度を使って子どもの成長を促している部分になる。それ以外のケースは全て在宅。
子ども家庭支援センターとのすみ分けについては、重層的な支援を行う中で、専門的な相談ツールや心理判定などきめ細やかな対応が必要なケースについては児童相談所でも対応している。むしろそのケース数のほうが多い。例えば、見守りを中心とした支援やちょっとした相談を受けるというところは、子ども家庭支援センターが担っている。
〇委員
　報告の最後に、放課後等デイサービスが足りないという説明があった。私は、国の子ども家庭庁の会議にも出ているが、そこでは、放課後等デイサービスの伸び率が非常に大きくて、今後、新規参入を抑える方向で報酬体系などを調整しようという議論が今行われている。実際品川区ではどういう状況なのか教えていただきたい。
〇事務局
　待機者の数は分からないが希望者は多数いるため、事業所数は足らないという認識である。区では、足らないことを前提に新規事業所の開設へ補助を行っている。また、知的の中重度のお子さんの受入先がなかなか見つからないという話があるため、こうしたお子さんを積極的に受け入れ、送迎等も行う事業所への補助を今年度の補正予算で組んだ。今準備の段階で、これから事業所にも周知をしていく予定である。
〇委員　
　全国的には、子ども家庭庁の想定を上回る伸びがあって抑制傾向のようだが、特に足らない地域については、市町村から意見を申し出ることによって、ある程度伸びの抑制を緩やかにすることもあると聞いた。ぜひ、現状を踏まえて必要な意思表明を区からもしていただけると良いと思う。
〇委員
　品川区では、すまいるスクールが各学校にあり、障害のあるお子さんも受け入れている。しかし、もともとそこの学校の支援級に通っているお子さんが、すまいるを利用しないで、移動支援や送迎のサービスを使ってまでも、放課後等デイサービスへ行っているが、こうした状況が非常に問題だと思う。障害のあるお子さんがすまいるスクールで問題児扱いされている、非常に手がかかると親が言われて預けづらくなっているという話をよく聞く。
〇委員
　相談支援の立場としては、すまいるスクールなども勧めている。ただ、親御さんとしては、少人数であることや子どもたちが安定して過ごせる療育の場であることから、放課後等デイサービスを希望する方が多いと実感している。
〇事務局
　現在、すまいるスクールから保育所等訪問支援を使いたいという話が増えている。こうした支援を入れながら、すまいるスクールが通いやすいところになれば良いと思っている。
〇委員
　５歳児健診について、字面だけ見ての感想であるが、その時点で発達障害や少し問題のある子をピックアップするということなのか。これは非常にナイーブな問題であるが、どういうニーズがあり始まったのか教えていただきたい。
〇委員
　５歳児健診については、鳥取で中心になる先生がおり、１０年か２０年くらい前に始まったと思う。確かに発達障害が１つのきっかけであるが、就学後に子どもの行動が問題になることがあり、就学検診は６歳の秋に行うため、そこで何か言われても、親御さんがいろいろ考え、準備するのは難しいという側面もあると思う。
〇事務局
子ども家庭支援センターから報告する。部会では、児童虐待防止対応マニュアル関係機関用という冊子を使って、児童虐待の対応の流れや支援の仕組みを共有させていただいている。
品川区としては、お子さんの障害の有無または保護者の障害の有無にかかわらず、子どもの権利を守るというところで、区の児童相談所と子ども家庭支援センターが連携し、いろいろ議論しながら支援を行っているので、引き続きよろしくお願いしたい。
〇会長
移動支援についての動画が完成しており、委員の皆様に今日見ていただくことになっていると聞いている。今から視聴をし、またご意見を頂戴したいと思う。
（動画再生）
〇委員
すばらしいものをつくていただいたので、色々なところで上映会を開いたり、各事業所等で使わせていただいたり、今後活用していただきたいと思う。
〇会長
今回は支援者編であったが、利用者編など違う立場のものもあると良いと思った。
〇会長
続いて、精神障害支援部会より報告をお願いします。
（４）精神障害支援部会
〇委員
資料４を説明。令和７年１２月２２日に第２回の精神障害支援部会を開催。
　２番、精神障害者の地域生活支援における検討課題について、意見交換や情報共有などを行った。
　前回部会において、在宅での生活スキルに関する支援の課題が出ており、居宅介護、家事援助サービスや自立生活援助を活用している事例のある事業所より、初めに事例紹介をしてもらった。紹介された事例を参考にしながら、グループワークで意見交換を行った。
　１つ目の課題としては、居宅介護のサービスを導入している精神障害者で、障害特性とサービス内容から、自立支援という視点で課題と感じていることについて、意見を出し合った。
　本人家族・支援者については、サービスの導入時に、やってもらう支援か、自立支援かの目標設定が曖昧になっており、なかなか目標設定のめどが立たない場合がある。それから、居宅介護サービスを活用するイメージを具体的にしたほうが良いのではないか。ヘルパー人材が不足しているうえに、精神障害のある方に対応できる事業所が少ない状況にある。また、病院から退院して居宅介護サービスを利用開始する場合、病院では在宅と同じ状況にないため、生活評価が十分ではない。病院でやってもらうことに慣れてしまっており、支援者への依存が見られる場合があるなどの意見が出た。
　制度面では、自立生活援助のように、生活評価をしながら支援する社会資源が活用できると良いが、品川区には現状では１事業所しかない。また居宅介護サービスの単価が安く、人材が不足している。それから、居宅介護サービスを無期限に利用できることで、支援者側はアセスメントが緩くなり、利用者側はなかなか自立へのモチベーションが上がりにくい現状にあるという意見があった。
　２つ目の課題としては、精神障害者が生活に必要なスキルを身につけるために、どのような自立支援をすると良いと考えるかという点について話し合った。
　ご本人家族・支援者については、入院している方は退院時のカンファレンスや担当者会議等で、関係者が見通しや目標をご本人のご意見を基に共有できると良い。それから、本人の評価シート、支援者の評価シートを作成して、評価をすり合わせるのが良いのではないか。さらには、スモールステップで、一度に長期間の支援ということではなく、少しずつ振り返りを行うと、ご本人も支援者も実感を持って、ステップアップできるのではないかという意見も出た。
　制度としては、疾患ごとに特性が様々であり、支援者向けの研修があると良い。また、生活スキルの体験や評価ができる都の事業、グループホーム活用型ショートステイ事業などを活用すると良い。自立生活援助など、自宅に訪問して生活スキルの自立支援につながる支援が必要などの意見が出た。
　３、次年度に向けた取組事項について。部会の委員である関係機関や当事者等、お互いが事業所の役割、支援内容や課題を知り合うことで理解を深め、精神障害者がより利用しやすい資源・連携を目指していく。また、他地域で活用されている案内・資料・パンフレットなどを調べ、精神障害のある方が社会資源について分かりやすいツールを検討する。それから、引き続き生活スキルの自立支援に関するサービスなどについて、事例共有や学び合うことで、利用者にとってより良いサービスの在り方や支援体制について検討していく。
〇会長
　ただ今の報告についてご質問、ご意見がありましたらお願いします。
〇委員
　精神障害の方の地域移行に向けた支援については、長期入院の方がまだまだ多いという中で、入院中から地域での生活のスキルをどう学ぶかがテーマになっていると思う。特に、品川区は、精神科の単科の病院がない地域であるため、長期の入院の方は多摩地域など遠くの病院にいる方も多いので、そういった方たちをどう地域に移行させ、どう地域で支えていくのかという点が部会の中では議論になると思う。
　報告の中に、グループホーム活用型ショートステイ事業という言葉が出てきたが、これは、東京都の事業で、入院中の方がグループホームに何泊か試泊し、生活のスキルを体験、評価しながら、地域をイメージする事業である。精神障害の方たちを地域で支えていくために、ツールとして何が使えるのか考えることは、次年度に向けての方向性として良いと思う。
〇委員
グループホーム活用型ショートステイ事業の活用についてであるが、グループホームを活用してショートステイを体験できる事業所は、品川区内にもあるのか。
〇委員
品川区にはないが、都内に５か所ある。練馬区、江戸川区、八王子市、国分寺市、三鷹市に各１か所あり、いずれも都内全域の方が利用できる。
〇委員
精神障害の方で、実際に地域支援について検討するケースは、年に何件ぐらいあるのか。
〇委員
地域移行支援については、今年度６月に新しく比較的中心になる事業所が立ち上がり、今２か所で中心に行っている。今年度は今のところ５件目ぐらいを進めており、３、４件終了になる見込みで、大体目標としたくらいは進んでいる。
〇事務局
追加で情報提供する。長期入院の精神障害者の地域移行に関する状況調査を令和５年１２月から令和６年１月に行った。調査対象は、地域精神保健福祉資源分析データベースより抽出した。品川区に住所があり、精神科病床に１年以上入院する６５歳未満の入院患者がいる医療機関を９１か所抽出し、対象医療機関宛てに調査書類を送付して、返送していただいた。回答結果については、対象者ありの医療機関が２３か所で、対象患者数が４６人、４６人のうち地域移行を希望された方は７人という結果であった。
〇委員
今年度の動きを補足すると、先ほどの病院の調査をもとに、区の障害者支援課の方と地域移行支援を担っている事業所の者と１５から２０か所近く病院を回り、地域移行支援をＰＲした。
病院のほうではご本人とやり取りをして、気持ちが少し動いた方がいた場合、ご紹介をいただき、まず、区と進めている退院支援という事業で、ご本人との関係づくりを行い、ご本人が退院して地域へという気持ちになった段階で地域移行支援について話をするという形で進めている。
〇委員
２点伺いたい。まず、資料１－１相談支援部会報告書の裏面の地域生活移行件数については、令和７年度、グループホームも自宅も高齢者施設もゼロになっている。一方、現在、精神科の病院を１５から２０か所回って話をしており、かつ、事業所では、３、４件終了になる見込みとのことであるが、まだ移行には至らないのでここがゼロになっているのか。それとも、これは縦割り的に、資料１－１の裏側のゼロという数字と、精神保健のほうの地域移行は別建てで計算をしているのか教えていただきたい。
　あともう一点は、１５か所から２０か所の病院を回ったとのことであるが、病院のケースワーカーや院長に会っただけなのか、それとも、本人にも一応会って、意見を聞けたのか、教えていただきたい。
〇委員
　資料１－１は、相談支援部会報告書であるが、相談支援部会で取り組む地域移行は、施設入所している身体、知的障害のある方たちが対象となっている。
〇委員
遠方の大きな病院に伺うことが多いが、まだ対象の方が特定されていない状況で、品川区の方でこれから地域移行を希望する方がいれば、ご紹介くださいという話をしている。まずは事業所の存在を知ってもらうことから始めるため、ケースワーカーの方や窓口の方にＰＲをしている。
〇会長
わざわざ行かれるのであれば、できれば対象者の方にお会いしたほうが良いと思う。
〇事務局　
　会議の記録については発言者に確認した後、議事要旨を作成して区のホームページに掲載。委員の皆様におかれましては、３年間の任期期間中、ご協力をいただき、誠にありがとうございました。
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